
申告06-01

所得税法施行規則（平成26年7月9日財務省令第53号）附則第56条

特定口座を開設してるお客様

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第8条第3項により、
個人番号を告知いたします。

★上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外発行株式等の配当・国外公社債等の利子・国外投資信託等の配当

【根拠条文】 所得税法施行規則（平成26年7月9日財務省令第53号）附則第49条第2項、第52条第2項

★株式等の譲渡の対価の受領者

【根拠条文】 所得税法施行規則（平成26年7月9日財務省令第53号）附則第54条第2項

★配当等とみなす金額の交付

【根拠条文】 所得税法施行規則（平成26年7月9日財務省令第53号）附則第55条

私は下記の規定により、個人番号を告知します。

★上場株式等の配当・公社債の利子・投資信託の収益の分配・国外発行株式等の配当・国外公社債等の利子・国外投資信託等の配当

【根拠条文】 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政
令第16条第5項、所得税法施行規則（平成26年７月９日財務省令第53号）附則第51条第3項

★株式等の譲渡の対価の受領者

【根拠条文】 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う財務省関係政令の整備に関する政
令第16第13項

貴社に提出している申請書につき、以下の規定により、個人番号を告知いたします。

口座番号

□□ 昭和

お申込日 お届出印

年 月 日

フリガナ

ご氏名

性別 生年月日

平成 年

三田証券株式会社　御中

部店 扱者

個人番号通知届出書　兼告知書

月 日

フリガナ

ご住所
〒 -

□ 男 □ 女 □ 大正

※マイナンバーは１２桁です

自宅 （ ）-（ ）-（ ）

ご連絡先 マイナンバー

携帯電話 （ ）-（ ）-（ ）

★償還金等の交付

【根拠条文】

ご記入日

ご氏名

性 別 生年月日

ご住所

ご連絡先 マイナンバー



マ イ ナ ン バ ー
破 棄 日

年 月 日

≪マイナンバー確認≫

□ 個人番号カード（裏面）

□ 住民票（個人番号記載のもの）

□ 通知カード

【確認書類Ｂ】

□

※確認書類Ａがない場合は、確認書類Ｂの２種類が必要

【確認書類Ａ】

□ 運転免許証 □ 印鑑登録証明書

□ 住民票

在留カード □ 年金手帳

□ □ 公共料金等の領収書

2019.01改正

個人番号カード（表面） □ 健康保険証

【社用欄】

□ パスポート

マ イ ナ ン バ ー
受 入 日

年 月 日

マイナンバー確認

□

≪マイナンバー法に基づく本人確認≫

□

□

受入者

廃棄者

管理部長 内部管理責任者 入力 営業責任者 営業担当者


